
○第９２回添加物専門調査会 

 

日時：平成２３年１月１８日（火）１４：００～１６：１１ 

 

議事概要： 

（１）ｔｒａｎｓ－２―メチル―２－ブテナール 

・審議の結果、本品目は、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないと考えられる

と評価された。評価書案は一部修正の上、食品安全委員会に報告することとされた。 

＊ラズベリー等のきいちご類、パッションフルーツ、マウンテン・パパイヤ、たまねぎ、マルメ

ロ等の食品中に存在し、また、牛肉等の加熱調理により生成する成分です。欧米において、焼菓

子、清涼飲料、冷凍乳製品類、ゼラチン・プリン類、ソフト・キャンデー類、チューインガム等

様々な加工食品に、香りの再現、風味の向上等の目的で添加されています。 

（２）ピロール 

・審議の結果、本品目は、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないと考えられる

と評価された。評価書案は一部修正の上、食品安全委員会に報告することとされた。 

＊コーヒー、タマリンド、麦芽等の食品中に存在し、また、牛肉、鶏肉等の加熱調理により生成

する成分です。欧米において、焼菓子、肉製品、冷凍乳製品類、ゼラチン・プリン類、朝食シリ

アル類、ソフト・キャンデー類等様々な加工食品に、香りの再現、風味の向上等の目的で添加さ

れています。 

 


